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小牧市環境基本条例の改正について  

 

 近年、地球環境を取り巻く状況は大きく変化していることから、本市では令和７年

５月に「小牧市環境都市宣言」を変更し、12 月に「小牧市環境基本条例」を改

正した。  

 

１．改正の概要  

 ・前文に市、市民及び事業者は、未来のこどもたちに豊かで美しい地球を残すた

めに、人類だけでなく多様な生物にとって良好な環境を保全していかなければな

らないことを明記  

 ・市、市民及び事業者の責務について、前文の改正を踏まえた規定の整備  

 ・その他所要の規定の整備  

 

条例（抜粋）  

●市の責務（第４条）  

市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による温室効果ガス排

出量の削減、廃棄物の減量及び資源の循環的な利用が促進されるよう必要な措

置を講ずる責務を有する。  

 

●市民の責務（第５条）  

市民は、自らの日常生活が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理念

にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、温室効果ガス排出量の削減、廃

棄物の減量、資源の循環的な利用その他の日常生活に伴う環境への負荷の低減

に努める責務を有する。  

 

●事業者の責務（第６条）  

事業者は、自らの事業活動が環境への負荷を与えていることを自覚し、基本理

念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処

理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。  

 

２．公布日  

 令和７年 12 月 23 日  

 


